
－ 1 － 

別記様式（第３条関係）  

会 議 録（１）  

会議の名称  
上日出谷地区及び下日出谷地区における  

桶川都市計画の変更に伴う市民説明会          【第１回】  

開催日時  
令和５年８月１９日（土）  

午前１０時００分から午前１１時００分まで  

開催場所  桶川市役所旧分庁舎  会議室１  

主宰者の氏名   

議長の氏名   

出席者氏名  

（委員）  

出席者：１０名  

欠席者氏名  

（委員）  
 

説明員氏名   

事務局職員  

職名及び氏名  

桶川市  都市計画課  

(課長 )朝香  (副課長 )岩﨑  (主任 )佐藤  (主事 )横田  (主事補 )森原  

会  

 

議  

 

事  

 

項  

議  題   

 

上日出谷地区及び下日出谷地区における桶川都市計画の変更について  

 

決定事項等   

 

●原案に対する反対意見がありました。  

【反対意見】（会議録中、太字ゴシック部分）  

（１）コンビニエンスストア等の店舗が建つことによる静かな住環境の悪化、

建物の絶対高さ制限が１０ｍから１２ｍになることによる日照条件の悪

化、制限緩和で地価が上昇することによる固定資産税の増額が懸念される

ため反対。  

 

 （２）日影規制について、第一種低層住居専用地域から第一種中高層住居専用

地域になると、測定面の高さが１．５ｍから４ｍに変更になるため、今ま

で１階の窓で得られていた日照時間が、２階の窓でしか得られなくなる可

能性がある。第一種低層住居専用地域ということで沿道地区に引っ越して

きたので許容できない。  

 

配布資料    

  

 説明資料  

「上日出谷地区及び下日出谷地区における桶川都市計画の変更に伴う市民説明会」  

  

参考資料  

「上日出谷地区及び下日出谷地区における桶川都市計画の変更概要について」  
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会 議 録（２）  
議  事  の  経  過  

発言者  発  言  内  容  

１  開会  

司 会  ただ今から『上日出谷地区及び下日出谷地区における桶川都市計画の変更に

伴う市民説明会』を開会いたします。  

本日はお忙しい中、御出席いただき、誠にありがとうございます。私、本日

の司会をさせていただきます、桶川市都市計画課の岩﨑と申します。どうぞよ

ろしくお願いいたします。  

本日出席している職員を紹介させていただきます。都市計画課長の朝香で

す。都市計画課の佐藤です。同じく横田です。同じく森原です。どうぞよろし

くお願いいたします。  

本日の説明会は、お手元のホチキス止めの資料の表紙の裏にあります「次

第」に沿って進めさせていただきます。また、会の終了は、質疑応答を含めて

１時間程度を予定しておりますので、御協力のほど、よろしくお願いいたしま

す。また、議事録を作成する都合上、録音をさせていただきますので、あらか

じめ御了承ください。  

２  あいさつ  

司 会  それでは、次第２『あいさつ』です。都市計画課長の朝香より御挨拶申し上

げます。  

課 長  あらためまして、都市計画課長の朝香でございます。本日は大変お忙しい

中、説明会に御出席いただき、誠にありがとうございます。  

桶川市では、今年度、上日出谷地区及び下日出谷地区におきまして、より良

い土地利用が図られますよう、都市計画の変更を予定しております。  

この都市計画の変更につきまして、都市計画法に基づき、住民の皆さまから

の御意見を頂戴するため、本日説明会を開催させていただいたところでござい

ます。  

普段聞きなれない用語等も出てくるかとは思いますが、本市の都市計画や今

回の変更内容について、御理解いただければ幸いでございます。  

結びとなりますが、今後とも本市の都市計画行政への御理解、御協力を賜り

ますようお願い申し上げ、私からの挨拶とさせていただきます。  

３  説明事項  

市  それでは、次第３『説明事項』です。  

本日は、次第の３『説明事項』の下に書かれている４つの構成で御説明いた

します。１つ目は、今回都市計画を変更することとなった「背景」について、

２つ目は、本日のメインとなる説明を行う前に、皆様にとって普段聞き慣れな

い都市計画の言葉が出てくると思いますので、まずは、まちづくりについての

言葉の説明や、ルールなどについて、３つ目が、今回の説明のメインとなりま

す、都市計画の変更の具体的内容について、４つ目が、都市計画を変更するに

あたっての今後の予定についてとなります。  

市  それでは１つ目、『変更の背景』について説明させていただきます。  

お手元のホチキス止めの資料の次第の次のページ、右下のオレンジ色で囲ま

れたスライド番号、１番を御覧ください。  

『（１）変更の背景』でございますが、まず１つ目は、沿道地区についてで

ございます。沿道地区の場所につきましては、図面中央の十字の赤点線で囲っ

た部分でございまして、市役所旧分庁舎南側の川田谷泉線からベニバナウォー

ク北側の滝の宮線までを南北に結んでいる愛宕東線、愛宕幼稚園西側の日出谷

中央通り線から西側大通り線までを東西に結んでいる愛宕中通り線でございま

す。この愛宕東線と、愛宕中通り線における道路端から２５ｍまでの範囲を

「沿道地区」として、今回定義させていただいております。  
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都市計画の変更の背景でございますが、市では、人口減少と少子高齢化によ

る社会環境の変化に適応した持続可能なまちづくりを着実に推進するため、

「歩いて暮らせるまちづくり」を目指しているところです。  

今回、桶川西小学校の西側において愛宕東線の整備事業が進められることに

伴いまして、この方針のもと、比較的小規模な店舗等を許容し、良好な沿道と

しての土地利用を誘導するために、用途地域と地区計画を変更するものでござ

います。  

スライド２を御覧ください。  

２つ目は、上日出谷南三丁目地内についてでございます。こちらの場所は、

先ほどのスライド１の図面だと、北側の赤丸部分にあたりますが、スライド２

では拡大したものを載せております。こちらは、上日出谷南特定土地区画整理

事業における、過去の道路計画線に沿って用途地域と地区計画の境界線が設定

されているため、境界線が建物敷地をまたぐ形となっております。  

国土交通省の都市計画運用指針におきまして、「用途地域等の境界は、原則

として、道路などの地形、地物等、土地の範囲を明示するのに適当なものによ

り定めることが望ましい」とされておりますことから、今回、用途地域等の境

界を道路形状に合わせるために、用途地域と地区計画を変更するものでござい

ます。  

市  続いて、本日の説明事項の２つ目、『まちづくりのルール』です。  

こちらでは、そもそも用途地域とは何か、地区計画とは何か、どういう制限

等があるのか、といったところを説明いたしますので、今回の都市計画の変更

に関連するまちづくりのルールの概要をつかんでいただければと思います。  

スライド３を御覧ください。  

まず、用途地域について説明いたします。用途地域とは、住居、商業、工業

など市街地の大枠としての土地利用を定めるもので、用途地域の指定に応じ

て、建てられる建物の種類等が決まります。この用途地域は、住民への説明

や、専門家などで構成される都市計画審議会の議を経て、決定することとなり

ます。桶川市では、スライドにあります第一種低層住居専用地域から工業専用

地域までの１２の用途地域を指定し、これらの種類に応じて建物の用途や高さ

の最高限度などを制限し、目指すべき市街地像の実現を図っているところでご

ざいます。  

スライド４を御覧ください。  

こちらは桶川市の都市計画図でございます。用途地域の区分けについて色分

けして表示しておりまして、住居系や商業系など、それぞれの種類に沿ってま

ちづくりを推進しているところでございます。  

スライド５を御覧ください。  

こちらは「建築物の主な用途制限」の表となっております。先ほど申し上げ

ましたように、用途地域の種類によって建築できる用途が定められておりまし

て、今回の用途地域の変更にあたり関係する用途地域の種類を抜き出して表に

まとめたものでございます。第一種低層住居専用地域には、住宅、小規模な店

舗や事務所を兼ねた兼用住宅、小中学校などが建てられます。第一種中高層住

居専用地域には、病院や大学、５００㎡までの一定の店舗などが建てられま

す。第一種住居地域には、３，０００㎡までの店舗や事務所、ホテルなどが建

てられます。ここで紹介した建物の用途は主だったもののみですが、それぞれ

の用途地域毎に、建てられるものを制限し、良好な土地利用を誘導しているも

のでございます。  

スライド６を御覧ください。  

こちらでは建ぺい率と容積率について説明いたします。左側の図の「建ぺい

率」とは、建物の建築面積の敷地面積に対する割合のことで、災害時の被害拡

大の抑制や、避難活動、消火活動の妨げとならないようにするため、敷地内に
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一定の空地を確保するためのルールでございます。右側の図の「容積率」と

は、建物の延べ面積の敷地面積に対する割合のことで、災害時の被害拡大の抑

制などの他、建物の密度を抑え、人口をコントロールするためのルールでござ

います。  

次からのスライド７、８、９は主に高さに関するルールとなっております。  

スライド７では、道路斜線制限と北側斜線制限について説明しておりまし

て、左側の図の「道路斜線制限」とは、狭い道路に沿って高い建物が建つと、

道路の通風、採光などが少なくなり、環境が悪くなるため、道路の幅員によっ

て建物の高さを制限するルールでございます。また、右側の図の「北側斜線制

限」とは、北側に隣接する敷地に与える日照、通風の悪化や圧迫感を避けるた

め、北側の敷地境界線からの距離に応じて建物の高さを制限するルールでござ

います。  

スライド８を御覧ください。  

こちらでは、隣地斜線制限と絶対高さ制限について説明しております。左側

の図の「隣地斜線制限」とは、隣接する敷地に与える日照、通風の悪化や圧迫

感を避けるため、敷地境界線からの距離に応じて建物の高さを制限するルール

でございます。右側の図の「絶対高さ制限」とは、第一種及び第二種低層住居

専用地域で、低層住宅としての住環境を守るため、高さ１０ｍ又は１２ｍを超

える建物を制限するルールでございます。  

スライド９を御覧ください。  

こちらは日影制限の説明でございまして、日影制限とは、住居系用途地域に

おいて、中高層建物、おおむね３階建て以上を建てる場合に、その周辺の日照

条件の悪化を防ぎ、良好な住環境を確保するため、その建物によって生ずる日

影の範囲を制限するルールのことでございます。  

このように、建物の形を制限するためのルールには、様々なものがございま

す。  

スライド１０、１１、１２は、今回の変更で関係のある用途地域について、

これまで説明してまいりましたルールについてまとめたものとなってございま

す。  

スライド１０は、第一種低層住居専用地域でございます 。この用途地域で

は、右側の表に記載されている値の中から、地域の実情に合った規制値を設定

することとなります。次のスライド１１は第一種中高層住居専用地域について

でございます。次のスライド１２は第一種住居地域についてでございます。  

ここまでが、用途地域についての説明となります。  

スライド１３を御覧ください。  

ここからは、地区計画について説明いたします。地区計画とは、地区の特性

に応じて、きめ細かい「まちづくりのルール」を定めている計画でございまし

て、本市では、用途地域の規制に「上乗せ」して、建物の用途や、高さの最高

限度など、地区ごとのルールを設定しております。  

スライド１４を御覧ください。  

桶川市では、表にありますように、１１地区で地区計画を定めております。

今回の都市計画の変更で関係のある地区計画につきましては、４番の上日出谷

南地区と、１０番の下日出谷東地区でございます。  

スライド１５を御覧ください。  

具体的に地区計画では、どのような制限事項があるかのイメージとなってご

ざいます。左側の図の①「敷地面積の制限」や、②「敷地の周囲の垣根や柵の

制限」、③「建物の用途」。右側の図では、④「建物の高さ」などについて、

先ほど説明した用途地域ではカバーしきれない部分について、地区の特性に応

じて、きめ細かい事項についてルールを定めるものでございます。  

スライド１６を御覧ください。  
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こちらは、先ほどのスライドでイメージしたそれぞれの制限項目について

の、制限の趣旨をまとめたものでございます。御覧いただきますように、地区

にお住まいの皆様の、良好な生活環境の形成を図っているものとなっておりま

す。  

このように、用途地域に加えて、地区ごとにルールを定めているのが地区計

画となります。  

市  続いて、本日の説明事項の３つ目、『今回の変更』です。  

スライド１７を御覧ください。  

今回、都市計画の変更がある場所につきましては、冒頭で申し上げましたよ

うに、沿道地区と上日出谷南三丁目地内になりまして、それぞれの地区につい

て、用途地域と地区計画を変更することとなります。変更①として、沿道地区

では、愛宕東線の整備の進捗に伴い、比較的小規模な店舗等を許容し、良好な

沿道としての土地利用を誘導するため、また、変更②として、上日出谷南三丁

目地内では、用途地域等の境界となっている道路の位置が変更されたため、用

途地域を変更するものです。  

スライド１８を御覧ください。  

ここでは、変更する内容の詳細について御説明いたします。左側が現在指定

している用途地域、右側が変更予定の用途地域の図となっております。  

まず、十字の赤い点線で囲った沿道地区につきましては、現在は第一種低層

住居専用地域で、建ぺい率が５０％、容積率が８０％の地域と、建ぺい率が５

０％、容積率が１００％の地域となっております。十字の形の、下の部分の

「一中高」と書かれた丸いマークがあるところは、桶川西小学校でございます

が、この西小学校の南側の沿道部分は、区画整理事業の進捗に伴いまして、平

成２２年の用途地域の変更で、既に沿道用途として第一種中高層住居専用地域

に変更しております。変更後は、現在、第一種低層住居専用地域となっている

沿道地区については、愛宕東線の南側部分と連続性を有しているため、南側部

分と同じ、第一種中高層住居専用地域に変更したいと考えております。  

次に、右上の吹き出しで拡大した上日出谷南三丁目地内につきましては、現

在北側の緑色に着色されている地域が、第一種低層住居専用地域で建ぺい率が

５０％、容積率が１００％、南側の黄色で着色されている地域が第一種住居地

域で建ぺい率が６０％、容積率が２００％となっております。この用途地域の

境界を、現況の道路形状に合わせることとなりますので、赤枠の上の部分は第

一種低層住居専用地域から第一種住居地域へ、赤枠の左右両側は第一種住居地

域から第一種低層住居専用地域へとそれぞれ変更となるものです。  

次のスライド１９、２０では、用途地域による制限内容がどう変わるかを表

にまとめたものでございます。  

まず、スライド１９、沿道地区について説明いたします。  

沿道地区では、第一種低層住居専用地域から第一種中高層住居専用地域へと

変更となりますが、容積率が１５０％となること、北側斜線制限や絶対高さ制

限がなくなる一方、隣地斜線制限があること、日影制限についてはカッコ内に

ありますとおり対象建築物が高さ１０ｍ超に変わることが、変更点となりま

す。  

スライド２０を御覧ください。  

上日出谷南三丁目地内では、第一種低層住居専用地域から第一種住居地域、

第一種住居地域から第一種低層住居専用地域へそれぞれ変更となりますが、第

一種低層住居専用地域が、建ぺい率５０％、容積率１００％、道路斜線制限は

勾配１．２５、北側斜線制限は５ｍ＋勾配１．２５、隣地斜線制限なし、絶対

高さ制限１０ｍ、日影制限の対象建築物が軒高７ｍ超または３階建て以上、と

なっているのに対しまして、第一種住居地域は、建ぺい率６０％、容積率２０

０％、道路斜線制限は勾配１．２５、北側斜線制限なし、隣地斜線制限は２０
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ｍ＋勾配１．２５、絶対高さ制限なし、日影制限の対象建築物は高さ１０ｍ

超、となってございます。  

以上が用途地域の変更についてでございます。  

スライド２１から２７では、地区計画について説明いたします。  

今回変更を行う地区計画につきましては、先ほど説明させていただきました

とおり、上日出谷南地区  地区計画と下日出谷東地区  地区計画の２つでござい

ます。  

スライド２１は、上日出谷南地区の地区計画についての変更理由となってお

ります。変更理由は先ほどの用途地域と同様となりますが、上日出谷南地区で

は、沿道地区と上日出谷南三丁目地内それぞれについて、地区計画を変更する

ものです。  

スライド２２を御覧ください。  

左側が現在設定している地区計画、右側が変更予定の地区計画の図となって

おります。まず、上日出谷南地区における沿道地区でございますが、こちら

は、現在Ｄ地区となっている沿道地区について、南側に続く下日出谷東地区側

の沿道地区と連続性を有しているため、そちらの地区同様、変更後は「小規模

な沿道サービスを主体とする地区」を設定するものとなります。なお、上日出

谷南地区の地区計画には、この区分がございませんので、新たに「Ｅ地区」と

して設定することとなります。  

次に、上日出谷南三丁目地内につきましては、現在北側の白色の地域がＤ地

区、南側の黄色で着色されている地域がＡ地区となっております。この地区区

分の境界を現況の道路形状に合わせることとなりますので、赤枠で囲まれたと

ころがそれぞれＤ地区からＡ地区へ、Ａ地区からＤ地区へと変更になるもので

す。  

スライド２３、２４は地区計画による制限内容がどう変わるかを表にまとめ

たものでございます。  

スライド２３は、沿道地区について説明いたします。  

Ｄ地区については「用途制限なし、最低敷地面積１００㎡、高さ制限なし、

道路に面する塀などのかきさくの制限はあり」となっておりますが、新設する

Ｅ地区の制限内容につきましては、建物用途の制限はなし、最低敷地面積は、

上日出谷南地区内のＡ地区やＤ地区に合わせまして１００㎡とし、高さ制限

は、周辺の良好な住環境に配慮いたしまして、建築物等の高さの最高限度を１

２ｍ、北側斜線を第一種低層住居専用地域と同様とすることといたします。ま

た、道路に面する塀についても、他の地区と同様の制限を設ける予定でござい

ます。なお、高さの制限や北側斜線制限を設定しますのは、用途地域の変更に

より、第一種中高層住居専用地域となり、用途地域上は、絶対高さ制限が無制

限となってしまいますので、周辺の良好な住環境に配慮するため、地区計画の

方で高さの制限を設定させていただこうと考えているところでございます。  

スライド２４を御覧ください。  

続いて上日出谷南三丁目地内についてでございますが、Ｄ地区からＡ地区、

Ａ地区からＤ地区にそれぞれ変更することとなりますが、Ａ地区は「用途制限

として、ホテル又は旅館、自動車教習所、石油類を除く火薬類・ガス等の貯蔵

及び処理施設、ボーリング場については建築できず、最低敷地面積は１００

㎡、高さ制限なし、かきさくの制限あり」となっているのに対しまして、Ｄ地

区は「用途制限なし、最低敷地面積１００㎡、高さ制限なし、道路に面する塀

などのかきさくの制限あり」となっております。  

以上が上日出谷南地区の地区計画の変更についてでございます。  

スライド２５を御覧ください。  

続いて、下日出谷東地区の地区計画の変更について説明いたします。下日出

谷東地区では、沿道地区について、地区計画を変更するものです。  
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スライド２６を御覧ください。  

左側が現在設定している地区計画、右側が変更予定の地区計画の図となって

おります。下日出谷東地区における沿道地区でございますが、こちらは、西小

学校の南側の沿道部分が、既に沿道用途として「小規模な沿道サービスを主体

とする地区」となっております。変更後は、現在Ｅ地区となっている沿道地区

については、南側の沿道部分と連続性を有しているため、南側部分と同様に、

ピンク色のＤ地区を設定するものとなります。なお、Ｄ地区の西側には、道路

の端から２５ｍを超えた細長い部分はＥ地区として残ることとなります。  

スライド２７を御覧ください。  

こちらは地区計画による制限内容がどう変わるかを表にまとめたものでござ

います。Ｅ地区については「用途制限として公衆浴場は建築できず、最低敷地

面積１２０㎡、高さ制限なし、道路に面する塀などのかきさくの制限はあり」

となっておりますが、変更予定のＤ地区は「用途制限として公衆浴場は建築で

きず、最低敷地面積１２０㎡、建築物等の高さの最高限度を１２ｍ、北側斜線

を第一種低層住居専用地域と同様とし、道路に面する塀などのかきさくの制限

はあり」となっております。  

以上が、今回の都市計画の変更内容でございます。  

市  最後に、本日の説明事項の４つ目、『今後の予定』です。  

スライド２８を御覧ください。  

今後の予定ですが、県との協議を行い、１１月には用途地域及び地区計画の

変更案の縦覧を行った上で、いただいた意見に対する方針を決定いたします。

そして、１１月下旬から１２月上旬に都市計画審議会での審議を経た後、都市

計画決定を予定しているところでございます。  

広報やホームページなどを活用して、随時情報発信をしてまいりますので、

御確認のほどお願いいたします。  

長時間に渡り、御清聴いただきありがとうございました。説明事項について

は以上となります。  

４  質疑応答  

司 会  それでは、次第４『質疑応答』の時間とさせていただきます。  

出席者  そもそも第一種中高層住居専用地域になるのであれば、本来北側斜線は必要

ないと思うのですけれども、高さ制限に加えて北側斜線制限をかける理由とい

うのは何かありますか。  

市  高さ制限に加えて北側斜線制限というところですけれども、基本的にはあま

り今の住環境を劇的に変えるのもよくないというところもございまして、高さ

制限は今度第一種中高層住居専用地域になりますと、絶対高さの規制はなくな

ります。とはいえ、北側の家屋等に住んでいる方にとっては、あまり前面に大

きな建物が建ってしまいますと、その方たちの住環境が変化してしまいますの

で、地区計画の方で、今の第一種低層住居専用地域と同じ北側斜線制限をまず

かけようと考えております。第一種低層住居専用地域ですと、５ｍ垂直に上が

ったところから、１．２５の勾配で、削れていくような形。よく高いマンショ

ンとかで、北側が削られているような建物が見受けられるかと思いますが、斜

線部分から飛び出た部分というのは規制されますので、これにより周辺の方た

ちに、なるべく影響を大きく与えないように今回は変更していきたい。第一種

中高層住居専用地域になりますと、建てられる建物用途が変わってきます。今

は、住居の方が主体となるような地域となっておりますけれども、こちらに小

規模な店舗等を作ることができるような下地を作ることによって、あまり遠く

に買い物に行かなくて済むように、用途地域の変更を今回は考えたところでご

ざいます。そういったことから、周りの環境に配慮しつつ、皆さんの利便性が

上がるような変更を考えたところでございます。  
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出席者   沿道地区、愛宕東線に関して、小規模な商業施設を建てられるようなまとま

った土地が現状少ないと思うのですけれども、そもそも区画整理を行っていた

段階で、この事案を検討すべきだったのではないかなと思うのですけれども、

まずなぜ区画整理の段階で行わずに、今こういう変更を行おうとしているのか

というところ。あと、そこに関連すると思うのですけれども、沿道地区に関し

て新築で建てられる物件というのが非常に増えてきていると思うのですけれど

も、この段階で制限緩和となるところがよくわからないなと思っていて、そも

そも区画整理の段階でそういった商業施設を建てるような計画を作るべきだっ

たのではないかと思っています。  

それと付随して、上日出谷愛宕公園というのがあるのですけれども、そこが

沿道地区の第一種中高層住居専用地域の範囲にかぶっていると思います。本来

区画整理の段階では、もっと広い公園ができる予定だったところが、現状ああ

いう形になっていると思っています。そこに対してそういう制約をさらにつけ

てしまうというのは、市街地を形成する上で非常に問題があると思うのですけ

れども、そこはどうでしょう。  

市  今お話２点いただきました。当初の計画の段階で用途地域を検討すべきでは

ないかというところですね。まずそちらにつきまして、上日出谷南の区画整理

につきましては、昭和６０年代の頃から進められた事業でございまして、当初

の計画といたしましては、大きな幹線道路である西側大通り線や日出谷中央通

り線を軸にしまして区画整理が進められたところでございます。先ほどの資料

４ページの全体図を見ていただきますと、これだけ大きな範囲に渡って、第一

種低層住居専用地域が広がっているところがあまりなくて、本来区画整理当初

に色付けするのが大原則という話もあるのですけれども、昭和の時代から平

成、令和となりまして、少子高齢化がだいぶ進んできました。桶川市の総合計

画につきましても、今回、令和５年に見直したところですが、特に高齢者に対

して、なるべく歩いて暮らせるまちづくりをしていくことを目指しているとこ

ろでございます。昭和６０年代から時代を経て、社会情勢も変わってきたとい

うところもありまして、下日出谷東の区画整理につきましては区域も縮小をし

たところですけれども、その段階で、愛宕東線につきましても、第一種中高層

住居専用地域を張って、利便性を高めていこうといったことで変更がされた経

緯がございます。今回なぜ今のタイミングなのかというところですけれども、

西小学校の西側の通り、今ちょっと狭いところになっていますけれども、あち

らの方の整備が始められることになりました。そうなりますと、旧分庁舎の南

側の市道１号線から、ベニバナウォークのところの県道まで通り抜けができる

ような状況になるといったところもございまして、そうなってきますと、住ん

でいる方々の動線も変わってくるということもあります。今回、そういったタ

イミングもございまして、上日出谷南の区画整理もここで終わってくるという

ようなところで、変更をかけさせていただいたところです。本来であれば、仰

られるように、まちづくりの根幹がこちらの用途地域になりますので、当初に

そういった用途の考え方を示しておくべきだとは思いますけれども、長くかか

った区画整理も、社会情勢も変わったところもございますので、今のタイミン

グで、住んでいる皆さんの利便性を高めたいといったところで、今回変更させ

ていただくことになります。  

愛宕公園につきましても、上日出谷南の事業計画の見直しの中で、元々は、

今愛宕公園のあるところの街区で、当初の計画としては、あの沿道の住居部分

のすべてが公園になる予定でした。ただ、上日出谷南の区画整理事業を進める

中で、事業計画の変更を行いまして、最初は沿道の土地を住居として、その

後、愛宕公園の西側につきましても変更をかけたところですけれども、本来そ

の用途地域を張る際に公園がかかるのが良いのか悪いのかという話になります

と、こちらにつきましては、公園の配置の計画にもよってしまうので、一部分
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が用途地域の境界線にかかってくるということはあり得ます。例えば、原新田

公園といいまして、日出谷団地の隣の公園がありますけれども、あちらも沿道

の第一種住居地域と第一種中高層住居専用地域をまたぐ位置にある公園になっ

ております。今回は、そこの公園が一部かかるような形の用途地域の変更とい

うことになっていますが、皆さんが歩いて暮らすのに利便性が高まるというと

ころを重視して、変更を考えたところです。  

出席者  第一種中高層住居専用地域にすることによって、沿道に小規模なお店が建つ

と思うのですけれども、その際に目指しているコンセプトとしては、歩いて暮

らせるまちづくりというところを書かれていると思うのですけれども、本当に

そこに見合ったお店が建つのかどうかというのが少し疑問だなと思っていて、

実際に地区内のお店の用途限定とか、業種の限定とか、そういうことは考えて

いたりしますか。  

市  こちらの用途変更につきましては、今現在用途地域が変わったから何かが来

ますというところの計画はないのですけれども、将来的に用途地域の変更をし

ておくことによって、今後皆さん、土地の所有者さんや事業をしたいという業

者さんが、出店できるように下地を整えておくというのが、今回の変更の内容

です。現在のところ、先ほどお話があったように、そんなに大きな空き地があ

るとか、そういったことはないので、愛宕東線については、劇的にすぐ何かが

建ってくるかということはないかと思うのですけれども、一方愛宕中通り線に

つきましては、未利用地が点在する部分もありますので、そういったところは

何か考えられる人もいらっしゃるのかなとは思います。ただ、今回の用途変

更、年度初めから手続きをしておりますけれども、これに対して何かしたいと

いう具体的な話をいただいたことはなく、また市の方で誘致するということも

なくて、出店可能性のための下地を調整するといった意味の用途変更になりま

す。  

ちなみに、第一種中高層住居専用地域になりますと、例えば業種としては、

物品販売を行う店舗や飲食店、理髪店、クリーニング屋など。作業場の面積５

０㎡以内という規制がありますけれども、作業場の面積が限定されたサービス

業を営むような、例えば自転車屋なども可能になってきます。  

出席者   用途地域と地区計画にわけて説明だったので、わかりにくかったのですけれ

ど、要は、用途については、店舗が建てられるように緩和されて、建物の大き

さについても今の１０ｍの高さから１２ｍに上がるということで、ある程度緩

和される方向の話だと思いました。今そこに住んでいる者にとってはコンビニ

とかそういうものができてくると、住環境の悪化が考えられるかなということ

とか、新しくお隣が建物を建てるとか、改築するといったときに、こちらが日

影になるとか、要は、すでに住んでいて静かに暮らしたいなと思っている者に

は不利益な変更だなというふうに認識しました。さらになのですけれど、今日

の御説明にはなかったのですけれども、これから土地を買って利用しようとす

る人にとっては、今より緩和されて良い条件になるとは思うのですけれども、

そうした場合に地価が上がって、それに伴って固定資産税が上がるのかなと思

うのですけれども、そういったことも想定されることとして考えた方がよろし

いでしょうか。  

市  今、何点か質問をいただきましたが、まずコンビニとかが出店することによ

って影響が、ということなのですけれども、コンビニエンスストアの取り組み

ですと、周辺の方々からよく苦情をいただくというのが、たまり場になってし

まうとか、あとは交通量が増えるとか、そういった治安の悪化みたいなところ

もあるというようなことに対して、コンビニエンスストアの業界団体の方でも

何か対策をしなければいけないといったことで、その取り組みとして、まちの

安全・安心拠点としての活動をしているようです。例えば、駐車場に皆さんが

たむろしてしまうようなことも考えられるので、イートインスペースを作るた
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取り組みもしてたり、交通の安全対策みたいなものにつきましても、発生する

交通量が増加することに伴って、敷地内への自動車の出入りが頻繁になってく

るというようなものについても、例えば見通しをよくするとか、あとは柵など

を設けないで、逆にそういった柵があると死角になってしまう部分もあります

ので、そういったものは排除しますとか。そういったまちの中に溶け込んでい

けるような形で、事業を考えているようです。その他、臭気の対策、交通負

荷、交通安全、あとは夜間営業を行う場合の配慮ですとか、店舗外に利用者が

滞留することを防止する取り組みをしていると伺っておりますので、地域の方

とともに事業を展開していくのかなと考えているところです。  

また、日影や日照の関係につきましても、先ほど仰っていただいたとおり、

今回用途地域と地区計画でわけて説明をさせていただいたのですけれども、第

一種中高層住居専用地域になりますと、絶対高さの制限がなくなったり、あと

は斜線の制限が緩和になったりする部分もありますけれども、一番影響が出る

のはおそらく北側の日影だと思います。北側斜線につきましては、今の第一種

低層住居専用地域と同じ規制にしようと思っていますので、北側の落とす日影

について北側斜線の方でまず規制をかけたいと考えております。また、絶対高

さが１０ｍから１２ｍに変わるということで、こちらにつきましては日影の規

制というものがあり、日影を落とす時間を制限しなければいけないというとこ

ろがありまして、この規制で、例えば新たに建物が南側に建つとすれば、北側

のお宅に、例えば今の用途地域ですと、設定ラインによってなのですけれど

も、北側のお宅に、４時間であったり、２．５時間であったりという日影が落

ちる時間の規定もありますので、そこは日影規制の方で、制限ができていくと

考えております。  

あと地価の話ですが、こちらにつきましては、税務課にも相談したのですけ

れども、厳密に言うと、評価の段階で、その土地がどういう用途地域で、どう

いう道路付けで、どういう周辺環境でというところで評価をされるので、一概

にちょっとわからないという話だったのですけれども、今回の変更につきまし

ては、住居系から住居系の変更なので、おそらくそんなに変わらないだろうと

聞いております。例えばこれが住居系から商業系だったり、工業系だったり、

あとは前面の道路が４ｍから８ｍになりますよというような状況であると、固

定資産税が大きく変わると聞いているのですけれども、今回の第一種低層住居

専用地域から第一種中高層住居専用地域に変わる、第一種住居地域から第一種

低層住居専用地域に変わるという方もいらっしゃいますけれども、それはその

土地によって、評価の考え方というのがあるので、そちらについては具体的に

申し上げることはできないのですけれども、住居系から住居系ということであ

れば、そんなに大きくは動かないだろうと聞いているところです。  

出席者   コンビニ等の取り組みの話を聞いたのですけれども、事業者側の方の努力は

限界があるのかなと思っておりまして、ちょっと種類違うのですけれども、私

の家の前に高齢者用の畑ができたときに、車をどんどん停めていってしまうの

ですね、農作業の方が。私駐車場から車を出せないといった経験がありまし

て、コンビニだとか若しくは飲食店でもよいのですけれども、路駐をして食事

に行く、買い物に行くっていう方も増えていく、そういったことも一つ悪化の

部分かなと考えておりますので、そこはちょっと事業者側の努力には限界があ

るということは申し上げておきたいと思います。  

あと日影についてなのですけれども、いただいた資料によると、高さ７ｍ超

から１０ｍ超に制限の範囲が変わるということで、先ほど時間の話はあったの

ですけれども、どちらにしてもやっぱり不利益の方向に働いてしまうと思って

います。これはちょっと申し上げておきたいと思います。以上です。  

出席者  先ほど、日影規制についてお話があったので、私が一番気になっていたのは

そこのところでしたので、自分なりにちょっと調べてみました。現状の第一種
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低層住居専用地域となると、軒高７ｍを超えた場合若しくは３階建て以上とな

った場合には、地盤から１．５ｍの高さで隣地境界から１０ｍ以内で３時間、

１０ｍを超えたところで２時間となっていました。これが第一種中高層住居専

用地域となった場合は、今度は軒高ではなくて高さ１０ｍ。この場合は、今度

は地盤から４ｍの高さで日影が隣地境界から１０ｍ以内で３時間、１０ｍ超過

で２時間、日影の規制時間は同じなのですけれども、これは簡単に言うと、用

途変更後に、例えば南側の隣地の方が建て替えを行った場合に、今まで１階の

窓で得られていた日照時間が、２階の窓でしか得られなくなるという可能性が

あると思っております。私は第一種低層住居専用地域ということでこの沿道地

区に引っ越してきたので、これはちょっと私自身は許容できないなと思ってお

ります。こういったものを簡単な言葉でメリット・デメリットというものを御

説明いただいた方がよいのではないかなと思います。正直、今世界的に地球温

暖化ということで、これからむしろ日照が少ない方がよいという意見も出るか

もしれません。なので、そういったものを踏まえて情報をお知らせいただける

とありがたいと思います。ちょっとこれ、私が正しいかどうかというのが私自

身ちょっとよくわかっていないので、この認識というのは合っているでしょう

かという質問です。  

市  日影規制については、第一種低層住居専用地域の建ぺい率５０％、容積率８

０％のところですと、３時間、２時間。建ぺい率５０％、容積率１００％のと

ころですと、４時間、２．５時間となります。ただ、測定面の高さというのが

１．５ｍから４ｍに変わることは仰っているとおりでございます。よって、日

影規制についての考え方は認識されているとおりでございます。  

なお、建物の高さについて、第一種低層住居専用地域で、日影規制が適用さ

れて高さが決まる建物は少ないと認識しています。多くは、北側斜線制限によ

り建物の形状が決まってきますので、そちらによる制限が大きいと思います。

今回第一種中高層住居専用地域に変えるのですけれども、第一種低層住居専用

地域と同じように北側斜線制限かけておりますので、軒高７ｍ超える建物や３

階建て以上の建物になりますと、ちょっと特殊な配置になるかと思います。  

５  閉会  

司 会  最後に、次第５『閉会』でございます。  

後日ホームページに、本日の資料と会議録を掲載させていただきますので、

御覧いただければと思います。  

それでは、以上をもちまして、『上日出谷地区及び下日出谷地区における桶

川都市計画の変更に伴う市民説明会』を閉会いたします。  

本日はお忙しい中、御出席いただきありがとうございました。  

 


